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地域における税務行政の将来像について（答申） 
 

令和 5 年 12 月 5 日 

奈良県税制調査会 

 

 

我々を取り巻く社会環境は、デジタル技術の活用等による新しい生活様式の

普及や個人の多様な生き方・雇用形態の変化等により、これまでになく高度化・

複雑化している。また、奈良県の税務行政においては、職員の減少や電子化への

対応が困難な古いシステムなど、様々な課題に直面している。このような状況の

中、手続きの簡略化や業務の見直しなど、納税者の利便性向上に向けた諸課題に

対応するため、奈良県より当調査会に意見を求められたことから、所要の検討を

行い、県に対し答申を行うものである。 
 

 

＜奈良県の取組＞ 

 
奈良県は、県民全てがデジタル化の恩恵を受けられるよう、市町村とも連携し、

行政、家庭、経済分野の「デジタル化によりできること」の実現を目指し、「奈

良デジタル戦略」を策定した。その重点プロジェクトの１つとして、「情報連携

基盤（奈良スーパーアプリ）による行政サービスの変革」を掲げている。 

その中で税務行政においては、各種の行政手続きで求められる納税証明書に

ついて、情報連携等による手続きの簡略化が求められている。 

一方、税務行政の基幹システムである次期奈良県税務総合システムにおいて

は、デジタル技術の積極的な活用等により、納税者の利便性向上や業務効率化に

よる処理時間の短縮を目指している。 

今年度の取組として、４月より自動車税種別割においてはスマートフォン等

による地方税統一ＱＲコードを利用した電子決済が可能となった。また、令和６

年 1 月からは、システムで作成する全ての納付書にＱＲコードを記載できるよ

うになり、家に居ながらにして簡便かつ迅速な納税が、税目にかかわらず可能と

なる。これにより納税窓口へ赴く必要もなくなる。こうした新たな納付手段の開

始に伴い、奈良県ではキャッシュレス納税促進のため、事務所窓口における現金

の取り扱いを廃止することとしている。 

行政職員が現金を扱わないことはコンプライアンスの観点からも重要であり、

納税者の理解を求めつつ積極的に進めていくべきである。なお、キャッシュレス

納税促進においては、納税者のメリットおよび行政のコスト削減効果を併せて

説明することが、納税者の理解を得る上で重要かつ効果的と考える。 

 

 

 

＜ＤＸ活用の課題・留意点＞ 

 

前述の国の動きや社会情勢を踏まえ、税務行政のＤＸを進めるにあたっては、
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以下の課題について留意すべきである。 

（１）デジタルデバイド対策については、奈良県は「奈良デジタル戦略」により、

情報格差の解消を重要な課題と位置付けて取り組むとしている。税務行政にお

いても、ＤＸを進めるにあたっては誰にでも使いやすく分かり易いコンテンツ

を採用するなど、利用促進に向けた工夫等が必要である。 

また、納税者が自主的に電子的手続きを選択する仕組みづくりも必要である。

利用の促進や定着を図るためにはメリットを開示したり、納税者側に何らかの

インセンティブを与えたりすることが考えられる。例えば、オンラインでの問合

せ方法の充実、質問受付時間の拡大などは有効な手段であろう。 

（２）行政側の効率性やコストも考慮すべきである。電子化した業務の中に職員

の作業が介在すれば、その業務の効率性は低下し業務処理時間が増加する。それ

は納税者を待たせることにもなる。よって、システム連携は、あくまでもデータ

連携を基本とすべきである。 

（３）税務情報は個人情報に該当することから、データ連携を行う際にはセキュ

リティ対策を十分に行う必要がある。個人情報保護法等に基づく運用について

は、自治体ごとに異なる部分も見受けられる。どの情報を誰にどこまで提供可能

とするかなど、さまざまな課題を洗い出し、整理しておくことが重要である。 

（４）災害等が発生した場合、納税者の課税、納税履歴などの税情報を守り、県

民生活に影響を及ぼす税業務を継続する必要がある。そのため、システム構築は、

災害緊急時等の対応を考慮して進めるべきである。 

（５）行政手続においては、税関係証明書類の添付を義務付けられているものが

ある。中でも個人が必要とする税関連書類は、市町村発行の所得証明書などが多

いため、将来的には県のみでなく市町村も含めた一元的な対応を構築していく

必要がある。 

（６）奈良県の税務行政のＤＸ化を進めるには、現行の業務量をいくら削減でき

たかなど、その効果を数量化し示していくことも重要である。 

 

 

 

＜地域のための税務行政の実現に向けて＞ 

 

社会情勢等を鑑みれば、行政の効率化だけでなく、納税者目線に立ったＤＸ化

に向けての奈良県の取組を推進していくべきである。 

ただし、前段に挙げたさまざまな課題についても、十分に検討を重ねていく必

要がある。 

 


